
空き店舗等への出店を支援します！ 

『空き店舗等活用支援事業補助金』 
 市内商業の活性化、まちのにぎわい創出を目的に、空き店舗等を活用した出店の際の改装費用など

の一部を補助します。まずは、お気軽にご相談ください。 

 

＜補助制度の概要＞ 

対象となる事業者（すべてに該当） 

○空き店舗や空き家を改装して出店する個人や法人 

※指定区域内からの移転は、移転前の店舗を空き店舗としないこと 

○亀山商工会議所からの推薦を受けた人 

○２年以上継続して事業を実施する見込みがある人   
 

対象となる空き店舗等（すべてに該当） 

○指定区域（亀山市立地適正化計画に位置付ける居住誘導区域）内にある店舗等 

○対象業種…小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業、医療・福祉事業など 

※遊技業、風俗業、倉庫業、管理事務所などは除く 

○６カ月以上店舗や住居として使用していないこと 

○店舗面積が500㎡未満であること 

※大規模小売店舗内のテナント(店舗面積500㎡未満)は対象とする 

※店舗併用住宅は、居住スペースと店舗が明確に区分できること 

※直営チェーン店を除く 

○週４日以上、かつ１日４時間以上営業すること 

○改装などは、市内業者で行うこと 

○令和８年度末（令和９年３月３１日）までに工事が完了し、開業ができること 
 

対象となる経費 

空き店舗等の改装工事費 ※消費税及び地方消費税に相当する額を除く 

（改装工事の期間中に生じた空き店舗等の賃借料（来客用駐車場を含む）を含む） 

〇内外装工事費  ○建物附属設備工事費  ○看板設置工事費 

※対象事業について他の補助金の交付を受けてないこと 

 〇空き店舗等の賃借料（補助金の交付の決定を受けた日の属する月の翌月分から改装工事が完了

した日の属する月分まで） 

※敷金、礼金、共益費等の賃借料に付随する経費を除く 

※業務使用割合に応じて算出される賃借料とする 
 

補助金の額  

○対象となる経費の１/ ２の額以内（上限100 万円） 

※ただし申請者の提出日において、補助金の交付対象者（法人にあってはその代表者）が女性及び 

満３５歳未満の者は対象となる経費の１/ ２の額以内（上限1５0 万円） 
 

募集期間   

令和８年４月１日（水）～令和８年５月８日（金） 

※応募申込書は、商工観光課 商工業振興グループ（市役所２階）や亀山商工会議所でお渡ししま

す。また、市ホームページ（商工業振興グループのページ）からもダウンロードできます。 
 

問合せ先  亀山市 産業環境部 商工観光課 商工業振興グループ（℡84－5049） 



亀山商工会議所 

補助事業のイメージ図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

①応募（申請者→亀山市） 

※募集期間：令和８年４月１日（水）～令和８年５月８日（金） 

②推薦依頼（申請者 → 亀山市 → 亀山商工会議所） 

 

③審査（亀山商工会議所） 

※応募多数の場合等、審査結果により補助対象とならない場合があります。 

 

④審査結果通知・採択者へ推薦書発行（亀山商工会議所 → 亀山市） 

※令和８年５月末目途 

 

⑤補助金交付申請（申請者 → 亀山市） 

※亀山商工会議所発行の推薦書の添付が必要です。 

 

⑥交付決定（亀山市 → 申請者） 

※交付決定後、事業着手してください。 

 

⑦事業実施（申請者） 

 

⑧完成（開業）（申請者） 

※令和８年度末までに開業できること 

 

⑨実績報告（申請者 → 亀山市） 

 

⑩補助金額の確定（亀山市 → 申請者） 

 

⑪補助金請求（申請者 → 亀山市） 

 

⑫補助金交付（亀山市 → 申請者） 

※申請内容に虚偽等があった場合等は、補助金の全額を返還していただく場合があります。 

③審査 

【選定委員会】 

・不動産協会・宅建協会 
・社労士会 他 

申 請 者（事 業 者） 
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（申請支援） 


